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生梅の販売会を開催します 黒山三滝滝開き・
滝とモミジの愛称募集表彰式

日時　６月13日(日)　午前９時 30 分～正午（雨
天決行・売り切れ次第終了）

場所　うめその梅の駅（越生自然休養村センター）
内容　生梅（10kg 箱）の販売
※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、マス
クの着用、少人数での来場にご協力ください。

　黒山三滝滝開きは、７月４日（日）に新型コロナ
ウイルス感染拡大を防止するため、規模を縮小し、
道中参進（行列）は行わないで、最少の関係者
で、観光客の安全と山野の鎮守の祈願を実施する
ことになりました。つきましては、一般の方の見学は、
ご遠慮くださるようお願いします。
　また、滝開き終了後に黒山三滝滝開き70 周年
記念滝とモミジの愛称募集の表彰式（最優秀賞５
名に賞状と賞品を授与）を行う予定です。
あ（一社）越生町観光協会
　う２９２-１４５１

あ産業観光課　農林担当
　う内線１４４
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令和３年度から介護保険料が変わります
　65 歳以上の方の介護保険料は、介護サービスの利用状況などをもとに３年ごとに見直すことになっ
ています。町では昨年度に介護保険事業計画の見直しを行い、今後３年間に必要とされる介護サービ
スの費用などを推計したうえで、令和３年度から令和５年度までの３年間の保険料額を定めました。
新たな保険料：【基準額】月額 5,650 円　年額 67,800 円（参考　第７期（H30 ～ R2）月額 5,300 円　年額 63,600 円）

低所得者に配慮した適用割合を設定しました
　第１段階の適用割合を 0.50 から 0.30、第２段階の適用割合を 0.75 から 0.50、第３段階の適用割合
を 0.75 から 0.70 にそれぞれ軽減し、低所得者に配慮しました。
保険料が高くなる要因
①介護サービス費の増加、②要介護認定者数の増加、③介護報酬の改定
保険料が高くならないように取り組んだこと
①町の介護給付費準備基金を取り崩し、保険料へ充当します。（保険料 671 円軽減）
②市町村民税課税層の第９段階を引き続き細分化します。（保険料８円軽減）
保険料の納め方

【年金から天引きによる納付（特別徴収）】
　年金の受給額が 18 万円以上の方が対象となり、２か月毎に支払われる年金から支払いごとに保険料
が天引きされます。年度途中に 65 歳になられた方や転入された方は、天引きまでに半年から１年ほど
かかる場合があります。

【口座振替または納付書による納付（普通徴収）】
　年金の受給額が 18 万円に満たない方や令和２年 10 月以降に 65 歳になられた方、年度途中で転入さ
れた方等が対象となり、日本年金機構との調整が完了した段階で随時「特別徴収」に切り替わります。
　新型コロナウイルス感染症の影響により、一定程度収入が下がるなどした 65 歳以上の方に対して、
介護保険料を減免する制度があります。詳細はお問い合わせください。
あ健康福祉課　高齢者介護担当
　う内線１１５・１１６

段　階 対　象　者 保険料 適用割合

第１段階

生活保護受給者
老齢福祉年金受給者で、世帯全員が市町村民税非課税の方
世帯全員が市町村民税非課税で、前年における本人の課税年金収入額と合計所得金額の
合計が80万円以下の方

20,300円 基準額×0.30

第２段階 世帯全員が市町村民税非課税で、前年における本人の課税年金収入額と合計所得金額の
合計が120万円以下の方 33,900円 基準額×0.50

第３段階 世帯全員が市町村民税非課税で、第１段階及び第２段階に該当しない方 47,400円 基準額×0.70

第４段階 世帯の誰かに市町村民税が課税されているが、本人は市町村民税非課税で、前年の課税
年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方 61,000円 基準額×0.90

第５段階 世帯の誰かに市町村民税が課税されているが、本人は市町村民税非課税で、第４段階に
該当しない方 67,800円 【基準額】

第６段階 本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の方 81,300円 基準額×1.20

第７段階 本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 88,100円 基準額×1.30

第８段階 本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 101,700円 基準額×1.50

第９段階 本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上500万円未満の方 115,200円 基準額×1.70

第10段階 本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が500万円以上の方 122,000円 基準額×1.80
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